
KCN WiMAX+5G契約約款　新旧対照表

第１条（約款の適用）
近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいま
す。）は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号、以下
「事業法」といいます。）およびその他の法令に従うととも
に、当社の定めるＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ契約約款（以下
「本約款」といいます。）によりＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ
（以下「本サービス」といいます。）を提供します。

第１条（約款の適用）
近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいま
す。）は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号、以下
「法」といいます。）およびその他の法令に従うとともに、当
社の定めるＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ契約約款（以下「本約
款」といいます。）によりＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ（以下
「本サービス」といいます。）を提供します。

（略） （略）

第１７条（通信の制限）
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することがで
きなくなったときは、法および事業法施行規則第５５条および
第５６条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われ
る通信を確保するため、通信の利用を中止する措置をとること
があります。

（削除）

（略）
３．当社は、その加入者回線に係る通信の１料金月における総
情報量（通信の相手方に到達しなかったものを含む。以下「累
計課金対象データ量」といいます｡）が別に定める情報量の上
限を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む
料金月の末日までの間、その加入者回線に係る通信の伝送速度
を最高１２８ｋｂｉｔ／ｓ に制限する取扱い（以下「総量速
度規制」といいます｡）を行います。ただし、スタンダード
モードによる通信については、総量速度規制を行わず、情報量
は累計課金対象データ量の集計から除外します。

（略）

第１７条（通信の制限）
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することがで
きなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、
または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、
交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のため
に必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を
要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲
げる機関が使用している加入者回線（当社または提携事業者等
がそれらの機関との協議により定めたものに限ります｡）以外
のものによる通信の利用を中止する措置をとることがありま
す。

（略）
３．当社は、その加入者回線に係る通信の１料金月における総
情報量（通信の相手方に到達しなかったものを含む。以下「累
計課金対象データ量」といいます｡）が１６，１０６，１２
７，３６０バイト（１５ギガバイト）を超えたことを当社が確
認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そ
の加入者回線に係る通信の伝送速度を最高１２８ｋｂｉｔ／ｓ
に制限する取扱い（以下「総量速度規制」といいます｡）を行
います。ただし、スタンダードモードによる通信については、
総量速度規制を行わず、情報量は累計課金対象データ量の集計
から除外します。
（略）

旧 新

第３条（用語の定義）
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。

（略）

（略）

（略）

第３条（用語の定義）
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。

（略）

（略）

（略）

（削除）
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旧 新

第３４条（ＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ端末機器の接続）
（略）
３．当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除
き、その接続が技術基準等に適合するかについて検査を受ける
ことを求めることがあります。
（１）事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受
けた端末機器を接続するとき
（２）事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当する
とき
（略）

第３４条（ＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ端末機器の接続）
（略）
３．当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除
き、その接続が技術基準等に適合するかについて検査を受ける
ことを求めることがあります。
（１）法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた
端末機器を接続するとき
（２）事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当する
とき
（略）

第４５条（個人情報）
当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報について、
当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正
に取り扱います。
（削除）

第４５条（個人情報）
当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報について、
当社が定める「個人情報の取り扱いについて」および本条に基
づいて適正に取り扱います。
２．当社は、本サービスの提供に際して、次のとおり個人情報
を共同利用します。
（１）共同して利用される個人情報の項目
・第８条（契約の申込み）の規定により当社に提出された情報
・本サービスに使用するＵＩＭカードおよびＫＣＮ　ＷｉＭＡ
Ｘ＋５Ｇ端末機器に関する情報
・加入者のサービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付
等申込みまたは契約のステータスに関する情報
・その他、本サービスの提供に際して業務上必要な情報
（２）共同して利用する者の範囲
・提携事業者
（３）利用する者の利用目的
・本サービスの提供ならびに、本サービスに使用するＵＩＭ
カードおよびＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ端末機器の保守および
アフターサービスに必要な範囲で利用します。
（４）当該個人情報の責任者
・当社

第２２条（加入者が行う本契約の解約）
加入者は、本サービスの利用開始日が属する月を除く毎月末日
付にて、本契約を解約することができます。この場合、加入者
は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の１４
日前までに当社に提出します。
２．前項に規定する解約請求の受付は、加入者より解約の申告
を受けたときに成立します。ただし、解約日においては必要な
提出書類を当社が受理した日の月末を原則として、本サービス
の利用終了日および解約日として取り扱います。
３．当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続き
について簡略化することがあります。

第２２条（加入者が行う本契約の解約）
加入者は、本サービスの利用開始日の属する月を除く毎月末日
付にて、本契約を解約することができます。この場合、加入者
は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の１４
日前までに当社に提出します。
２．前項に規定する解約請求の受付は、加入者より解約の申告
を受けたときに成立します。ただし、解約日においては必要な
提出書類を当社が受理した日の属する月の月末を原則として、
本サービスの利用終了日および解約日として取り扱います。
３．当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続き
について簡略化することがあります。

第３１条（ＵＩＭカードの貸与）
（略）
４．ＵＩＭカードの修理の受付、紛失した場合の再発行その他
保守は、提携事業者またはその委託先（以下あわせて「ＵＩＭ
カード保証履行者」といいます。）が行います。加入者は、前
項で定めるＵＩＭカード再発行手数料をＵＩＭカード保証履行
者へ支払うものとします。
（略）

第３１条（ＵＩＭカードの貸与）
（略）
４．ＵＩＭカードを紛失した場合の再発行その他保守は、一部
を除き当社が行います。ただし、当社が指定するＵＩＭカード
については、提携事業者またはその委託先（以下あわせて「Ｕ
ＩＭカード保証履行者」といいます。）が行う場合がありま
す。その場合、加入者は、前項で定めるＵＩＭカード再発行手
数料をＵＩＭカード保証履行者へ支払うものとします。
（略）

第４６条（通信の秘密）
当社は、事業法第４条に基づき、加入者の通信の秘密を守りま
す。
（略）

第４６条（通信の秘密）
当社は、法第４条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
（略）
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第５３条（連絡受付体制の整備について）
加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管
理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを
目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡
を受け付ける体制を整備するものとします。
（略）

第５３条（連絡受付体制の整備について）
加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ管理
者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目
的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を
受け付ける体制を整備するものとします。
（略）

第５５条（注意喚起）
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成１１年法
律第１６２号、以下「機構法」といいます。）に基づき国立研
究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」といいます。）が
行う特定アクセス行為（機構法の平成１３年１月６日から施行
の附則第８条第４項第１号に定めるものをいいます。）に係る
電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信
型対電気通信設備サイバー攻撃（事業法第１１６条の２第１項
第１号に定めるものをいいます。）のおそれへの対処を求める
通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により
当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合
に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る
電気通信の送信先の電気通信設備のＩＰアドレスおよびその電
気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する加入者を
確認し、注意喚起を行うことがあります。

第５５条（注意喚起）
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研
究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保の
ための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に
関して行う助言および情報の提供に従って、送信型対電気通信
設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生
ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の
ＩＰアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を
接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

付　則
本約款は２０２３年１月２３日より施行します。

付　則
本約款は２０２４年４月１日より施行します。

別表
ＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ料金表
（略）
（表２）ＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ端末機器

別表
ＫＣＮ　ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ料金表
（略）
（削除）

（表３）オプションサービス （表２）オプションサービス

（表４）各種手数料
（略）

（表３）各種手数料
（略）

第５２条（青少年にとって有害な情報の取り扱いについて）
加入者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に
安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法
律（平成２０年法律第７９号、以下「青少年インターネット環
境整備法」といいます。）第２条第１１項の特定サーバー管理
者（以下「特定サーバー管理者」といいます。）となる場合、
同法第２１条の努力義務について十分留意するものとします。
２．加入者は、本サービスを利用することにより、特定サー
バー管理者となる場合、自らの管理するサーバを利用して第三
者により青少年にとって有害な情報（青少年の健全な成長を著
しく阻害する情報のうち、第１条に規定する情報を除きます。
以下同じ。）の発信が行われたことを知ったとき、または自ら
当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年
による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力
するものとします。
（略）

第５２条（青少年にとって有害な情報の取り扱いについて）
加入者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に
安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法
律（平成２０年法律第７９号、以下「青少年インターネット環
境整備法」といいます。）第２条第１１項の特定サーバー管理
者（以下「特定サーバ管理者」といいます。）となる場合、同
法第２１条の努力義務について十分留意するものとします。
２．加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ
管理者となる場合、自らの管理するサーバを利用して第三者に
より青少年にとって有害な情報（青少年の健全な成長を著しく
阻害する情報のうち、第１条に規定する情報を除きます。以下
同じ。）の発信が行われたことを知ったとき、または自ら当該
情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年によ
る当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力する
ものとします。
（略）

（削除）
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旧 新
別記
１．新聞社、放送事業者または通信社の基準
第１７条（通信の制限）に定める修理または復旧する電気通信
設備で優先するべきとする新聞社、放送事業者または通信社の
基準はそれぞれ次の通りです。

（削除）
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